
総務委員会議案説明資料 

令和５年３月２３日 

件  名 頁 

１ 第３５号議案 足立区いじめ等特別調査委員会設置条例・・・・・・・・ ２ 

２ 第３６号議案  一本橋架け替え工事請負契約・・・・・・・・・・・・・ ６ 

３ 第３７号議案  財産の取得について・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

（総 務 部） 



第 ３ ５ 号 議 案 説 明 資 料  
令和５年３月２３日 

件  名  足立区いじめ等特別調査委員会設置条例 

所管部課名 総務部 特命・調査担当課 

内  容 

１ 概要 

  区内中学校に在籍する生徒が令和３年に自死した事案に関して、教育

委員会の調査後、区長部局の附属機関による再調査を行った（令和４年

８月１７日総務委員会において報告済）。 

その後令和４年１０月に保護者から、事前に要望した調査事項につい

て調査が不十分であることや、具体的な再発防止策が調査報告書に記載

されていないとして、追加調査の申し入れがあった。 

区はいじめ防止推進法による再調査は終了したと認識しているが、事

案の重大性と他自治体の判例に鑑み、新たな委員の観点により、従前の

調査の内容を精査し、必要と認める追加の調査を行う委員会を地方自治

法１３８条の４に基づき設置する。  

 

２ 制定目的 

教育委員会が行った調査の内容及び、教育委員会の調査に対して足立

区いじめ等調査委員会が答申を行った再調査の内容を精査し、必要と認

める追加の調査を行うとともに、同種の事態の再発を防止する提言を行

う。 

 

３ 制定内容（詳細は、別紙１・条例案のとおり） 

（１）所掌事項 

   区長の諮問に応じ審議し答申を行う。 

（２）委員構成 

優れた識見を有する６人以内で組織する。 

※ なお、弁護士（日本弁護士連合会推薦及び保護者推薦）、 

教育関係の学識経験者、臨床心理士等を想定している。 

 

４ 施行年月日 

  公布の日から施行する。 

 

５ その他 

  本件の調査経緯（概要）は別紙２のとおり。 

 

 

 

今後の方針 
本議案が可決された際には、委員会を設置し、委員の推薦依頼を職能団体

等に行い委嘱後に開催する。 

 

2



足立区いじめ等特別調査委員会設置条例（案） 

令和  年  月  日条例第  号 

 

（設置） 

第１条 教育委員会調査及び再調査の内容の精査並びに必要と認められる追加の調査

（以下「特別調査」という。）を行うとともに、特別調査に係る事案と同種の事態の

再発を防止するための提言等を行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定に基づく区長の附属機関として、足立区いじめ等特別調査

委員会（以下「特別調査委員会」という。）を設置する。 

 （定義） 

第２条 この条例において「教育委員会調査」とは、いじめ防止対策推進法（平成２５

年法律第７１号）第２８条第１項に規定する重大事態に該当する案件について、足立

区教育委員会が令和４年１月７日付けで報告を行った、いじめ等に係る調査をいう。 

２ この条例において「再調査」とは、足立区いじめ等調査委員会設置条例（平成２６

年足立区条例第３８号）第１条の足立区いじめ等調査委員会が令和４年５月３１日付

けで答申を行った、教育委員会調査に対する調査をいう。 

３ この条例において「いじめ等」とは、いじめ並びに体罰及び不適切な行為をいう。 

４ この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する区立学校

に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該

行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

５ この条例において「体罰」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１１条に

規定する懲戒のうち、児童等の身体に直接的又は間接的に肉体的苦痛を与える行為をい

う。 

６ この条例において「不適切な行為」とは、教職員による不適切な指導（児童等の身体

に肉体的負担を与える程度の軽微な有形力の行使をいう。）、暴言等（児童等に恐怖感、

侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与える言動をいう。）及び行き過ぎた指導（運動部活

動やスポーツ指導等において、児童等の現況に適合していない過剰な指導をいう。）をい

う。 

７ この条例において「区立学校」とは、足立区立学校設置条例（昭和３９年足立区条例

第９号）別表に掲げる小学校及び中学校をいう。 

８ この条例において「児童等」とは、区立学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

 （所掌事項） 

第３条 特別調査委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、区長に答申

する。 

 （１） 特別調査 

別紙１ 
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 （２） 特別調査の結果に基づき、専門的な見地から、当該調査に係る事案への対処

及びこれらと同種の事態の再発防止のために区が執るべき措置に関する提言 

（組織） 

第４条 特別調査委員会は、前条に掲げる事項に関し優れた識見を有する者のうちから、

区長が委嘱する委員６人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。 

３ 委員については、区又は遺族と利害関係を有しないもののうちから、区長が委嘱す

る。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 特別調査委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 特別調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 特別調査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 特別調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

 （意見聴取等） 

第７条 特別調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見若しくは説明

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （秘密の保持） 

第８条 特別調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後もまた同様とする。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、特別調査委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３９年足立区条

例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表区長の部に次のように加える。 

足立区いじめ等特別調査委員会 日額 ２万１，０００円 
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教育委員会 区長

教育委員会調査 足立区いじめ等調査委員会

調査期間
令和４年１月～令和４年５月

令和４年１月７日 報告

足立区いじめ等特別調査委員会

本件の調査経緯 （概要）

調査① 調査②（再調査） 調査③（特別調査）

別紙２

調査期間
令和３年６月～令和４年１月

令和４年５月３１日 答申
（令和４年８月総務委員会 報告）
・いじめ等の事実とまでは認められない。
・いじめや不適切な行為が自死の原因と
は認められない。

・今後自傷行為を行った生徒・保護者と
の関係の持ち方を含めて検討を要する。

区長

調査期間
令和５年４月～

調査終了後 答申予定

予定
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第 ３ ６ 号 議 案 説 明 資 料  
令和５年３月２３日 

件   名 一本橋架け替え工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内   容 

１ 契約の相手方   松井建設株式会社 東京支店 

             取締役専務執行役員支店長 小林 明 

              東京都中央区新川一丁目１７番２２号 

２ 契 約 金 額   ４７３，０００，０００円（落札率９５．７７％） 

３ 契 約 番 号   ４足総契契第０１０６５７号 

４ 工 期   契約締結の翌日から令和７年２月１４日まで 

５ 工 事 場 所   足立区舎人六丁目７番から舎人四丁目７番先 

６ 工 事 内 容   橋長 ９．８ｍ、幅員 １０．１ｍ 

（１）主桁製作工 １３本 

（２）基礎工 φ（ファイ）１２００、ｔ＝１２～１９ｍｍ 

  ア 左岸橋台 Ｌ＝３１ｍ ４本、Ｌ＝２１ｍ ５本 

  イ 右岸橋台 Ｌ＝３１ｍ ４本、Ｌ＝２１ｍ ５本 

（３）橋台工 一式 

（４）橋面工 一式 

（５）道路工 一式 

（６）仮締切工 一式 

（７）旧橋撤去工 一式 

７ そ の 他 

（１）仮契約年月日   令和５年２月１６日 

（２）入札・開札年月日 令和５年２月１５日 

（３）入札参加事業者数 １者 

（４）予定価格     ４９３，８９２，３００円（事後公表） 

 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。 

 

 

 

 

今後の方針 
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案内図

一本橋
舎人六丁目７番から舎人四丁目７番先

Ｎ

別紙
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第 ３ ７ 号 議 案 説 明 資 料  
令和５年３月２３日 

件  名 財産の取得について 

所管部課名 総務部 資産管理課 資産活用担当課 

内  容 

 下記の財産（土地）を取得する。 

記 
 

１ 取得の目的 

  梅田八丁目（図書館等）複合施設及び南北線道路整備の用地 
 

２ 財産の概要（別紙１・別紙２のとおり） 

（１）土地 

ア 所在 足立区梅田八丁目４３０番２(南北線道路整備用地) 

足立区梅田八丁目４３０番３(梅田八丁目複合施設用地） 

足立区梅田八丁目４３０番４(現況区道内 都有地)   

イ 面積 ６，４５９．５４平方メートル 

ウ 地目 宅地 

 

３ 予定価格   １，１６５，０００，０００円 

 

４ 契約の相手方  

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都 東京都知事 小池 百合子 

 

５ 不動産鑑定士の意見 

  上記財産の最有効使用及び広大地に関する増減要因を考慮した結果、 

 同規模程度の取引事例、周辺の土地利用等も踏まえ、予定価格は公示価

格の概ね５割程度の水準となる。 
 

６ 提案の理由 

  足立区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例（昭和３９年足立区条例第１号）第３条の規定に基づき、本案

件を提出する。 

 

今後の方針 
本議案が可決された際には、別紙３「土地売買契約書（案）」により契

約を締結する。 
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取得箇所 

西新井駅 

梅島三丁目 

西新井栄町一丁目 

梅田八丁目 

関原三丁目 

第十中学校 

梅田五丁目 

梅島西公園 

島根保育園 

亀田小学校 

梅田亀田公園 

西新井公園 

案 内 図 

亀田トレイン公園 

都営梅田八丁目アパート 

別紙１ 
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財産の取得予定地の概略図 

 

ア    ：南北線道路整備用地    （梅田八丁目４３０番２   ９９２．１０㎡） 

イ    ：梅田八丁目複合施設用地  （梅田八丁目４３０番３ ５，２７３．２８㎡） 

ウ    ：現況区道(区道内の都有地) (梅田八丁目４３０番４   １９４．１６㎡) 

  合計    ６，４５９．５４㎡ 

 

 

ウ 

ア 
イ 

別紙２ 
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 別紙３別紙３
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